
会議名

日時 令和５年１０月２日（月）　

場所

【主な内容】

会長に栁澤優子委員を選任。
会長職務代理者に小林英明委員が指名された。

会議事項

事務局

事務局

委員 情報資料等の提供とあるが、SNSでの情報発信も含まれるのか。

事務局

事務局

委員 いろいろ講座が考えられて素晴らしいと思う。

られればいいのかなと思う。
また、臼田のボタニカルアートを夜間に開催したのがとても良いと思う。
夜間の講座だと若い人たち、20代30代に人たちにも参加してもらえるので参加者の
幅が広がると思う。
望月の終活講座は佐久大の学生が終末医療について共に考えていたり、
駒の里ふれあいセンター活用事業について、中学生の演奏会を生徒主体で開催するなど
皆さん、工夫されてやっているんだなと思う。

委員 人気の講座は、講師の都合があると思うが、他の館でローテーションでできないか。
親子で防災もそれぞれの館で取り組んでいかないといざという時に動けないと思う。

事務局 講座を他の館でローテーションでできないかということだが、公民館講座は
参加したい講座があれば、どの地区の方でも参加できる。

委員 公民館活動について、学習活動の主体性を高めるために実行委員会や公民館の
学習グループの相談にきめ細かく対応するとあるが、具体的にはどのようなことを
しているのか。

会　議　録

佐久市公民館運営審議会

午後３時～午後４時５０分

佐久市役所南棟　３階会議室

出席者

審議会委員　１７名中１名欠席
（金子修一委員）

市（事務局）：吉岡教育長、依田部長、柳澤中央公民館長、広瀬課長、三石浅間公民館長、
土屋野沢公民館長、浅川中込公民館長、浅川東公民館長、小山臼田公民館長、小林浅科公
民館長、井出望月公民館長、佐藤、箕輪

会長の選任及び会長職務代理者の指名

（１）令和４年度の公民館事業報告等について
公民館の事業報告の前に、公民館の運営方針について館長より説明

令和４年度の公民館事業報告について説明

SNSでも情報発信している

（２）令和５年度の公民館事業について
資料に沿って説明

子ども公民館について、夏休み期間中に開催されるので、夏休みの工作とか取り入れ



事務局 今年度から力を入れているのは、地域公民館や学習グループへの支援である。
コロナ禍で出来なかった、学習グループ連絡協議会も開催されるようになって
具体的に相談に乗っている。また、地域公民館の研修会を行う時に、各地区公民館が
相談の窓口であることを、常に伝えるようにしている。
講座については、講座を実施した後、もっと継続してやりたいという受講者が
多ければ、学習グループになれるように相談に乗ったりということもやっている。
地域公民館の活動では、自分の近くの公民館に行って活動ができる、そういうことが
充実してほしいと願っているし、今まで停滞しがちだった地域公民館活動が一歩
踏み出すように相談支援している。

事務局 ３月に第２回目の公民館運営審議会を予定している。

会長

（３）今後の公民館運営審議会の予定について

以上で会議事項は終了します。


